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年度末退職予定 

会員各位 

（一財）富山県教職員厚生会  

理事長 中 﨑  健 志 

 

「厚生会退職手続き等個別相談会」の開催について（ご案内） 

 

このことについて、下記のとおり開催いたしますのでご出席くださいますようお願いいたします。 

手続き関係書類の作成上、「退職返還金給付請求書」は１月１６日（金）までに本会へご提出ください。 

また、②～⑥の手続きが不要な方は、「退職返還金給付請求書」の提出をもって手続きは完了となります。相談会への 

申込みは不要です。ご不明な点につきましては、厚生会事務局までお問い合せください。 

記 

１ 対象者      令和７年度末退職予定者 

２ 開催日時・会場  別紙 出席申込書記載の開催日程表のとおり 

３ 手続き内容    ① 退職返還金の確認について 

           ② 退職厚生部退職会員への手続きについて（５０歳以上の方） 

           ③ 貸付償還金の一括償還について 

           ④ 特別弔慰金の脱退手続きについて 

           ⑤ 個人年金（いきいき年金・ドリーム年金）の年金受取又は解約手続きについて 

           ⑥ アフラック保険・アクサ保険等の継続又は解約手続きについて 

４ 提出書類     Ⓐ 「退職返還金給付請求書」            【別紙１】（郵送のみ、ＦＡＸ不可） 

           Ⓑ 「厚生会退職手続き等個別相談会」出席申込書   【別紙２】（郵送又は、ＦＡＸ可） 

           ※ ３「手続き内容」②～⑥が不要な方は、提出書類Ⓐのみご提出ください。 

５ 提出期限     令和８年１月１６日（金） （期日厳守） 

６ 提出先      〒９３０－８５６０  富山市千歳町１－５－１ （一財）富山県教職員厚生会 宛 

                      ＦＡＸ：０１２０－９４７－４６３ 

７ その他       「退職返還金給付請求書」を提出された退職予定者には、上記３③～⑥の手続き書類を、 

（手続きの流れ）  令和８年２月中旬に本人宛に郵送します。上記３②の手続き書類は、当日会場でお渡しします。 

８ 服務上の取扱い   県立学校、県教育委員会事務局及び出先機関に勤務する職員については、令和７年４月１５日 

           付保体第１５号の通知のとおり職務に専念する義務免除の取扱いとなります。 

市町村立学校及び市町村教育センター等に勤務する教職員にあっては、職務に専念する義務免 

除として取扱われるよう依頼しておりますので、各市町村教育委員会へご確認ください。 

○ 貸付償還金、特別弔慰金、個人年金（いきいき年金・ドリーム年金）、アフラック保険・アクサ保険等の手続き書類 

○ 退職後利用される金融機関の通帳（本人名義のもの）及びその金融機関届出印 

○ 結婚年月日  ○ 配偶者生年月日 

手続きの効率化を図るため、事前にご一読いただき、住所、氏名、送金口座等を予めご記入のうえ、 

相談会にご出席くださいますようご協力をお願いいたします。 

                                                                     〈問い合わせ先〉 

  （一財）富山県教職員厚生会  担当：中村  ＴＥＬ：０７６－４３２－１２５２ 
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